
第五十号の十様式（第十条の五の十五関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注意）① 大きさは、表示を容易に識別することができるものであること。 
② 材料は、容易に損傷しないものであること。 

③ 色彩は、適宜とする。ただし、表示を容易に識別することができるものであること。 

④ 認証番号には、『当該認証を行つた者（建設大臣、指定認定機関、承認認定機関）を
表す略号－型式部材等の種類を表す記号・当該認証型式部材等の番号』を記載すること。

この場合において、型式部材等の種類を表す記号は、型式部材等の種類に従い、次の表

に定めるものとすること。 
 

型 式 部 材 等 の 種 類                記 号 

建築基準法施行令第 136 条の 2 の 9 第１号に掲げる建築物の部分 Ａ 

防火設備 Ｂ 
し

屎尿浄化槽 Ｃ 

非常用の照明装置 Ｄ 

給水タンク又は貯水タンク Ｅ 

冷却塔設備 Ｆ 

エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの Ｇ 

エスカレーター Ｈ 

避雷設備 Ｉ 

乗用エレベーターで観光のためのもの（一般交通の用に供するも

のを除く。）の部分で、昇降路及び機械室以外のもの 
Ｊ 

エスカレーターで観光のためのもの（一般交通の用に供するもの

を除く。）の部分で、トラス又ははりを支える部分以外のもの 
Ｋ 

ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊

戯施設又はメリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔そ
の他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用する

ものの部分のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを

支え、又はつる構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分 

Ｌ 

 

⑤ 認証の更新を受けた認証（外国）型式部材等製造者が製造をした型式部材等について

は、認証年月日の欄に更新年月日を記載すること。 

建 築 基 準 法          

（ 認 証 番 号 ）          

（ 認 証 年 月 日 ）          

認 証 型 式 部 材 等          
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